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○
委
託
申
出
書
等
に
記
載
す
る
事
項
及
び
統
計
の
作
成
等
に
係
る
依
頼
書
等
の
様
式
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
一
年
総
務
省
告
示
第
四
百
五
十
七

号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
用
語
）

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
統
計
法
（
平

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
統
計
法
（
平

成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
、
統
計
法
施
行
令
（
平
成
二
十

成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
、
統
計
法
施
行
令
（
平
成
二
十

年
政
令
第
三
百
三
十
四
号
）
及
び
統
計
法
施
行
規
則
（
以
下
「

年
政
令
第
三
百
三
十
四
号
）
及
び
統
計
法
施
行
規
則
（
以
下
「

規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
委
託
申
出
書
に
記
載
す
る
事
項
）

（
委
託
申
出
書
に
記
載
す
る
事
項
）

第
二
条

規
則
第
十
一
条
第
一
項
第
八
号
の
総
務
大
臣
が
告
示
で

第
二
条

規
則
第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
の
総
務
大
臣
が
告
示
で

定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
出
の
区
分
に
応
じ
、

定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
出
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

規
則
第
十
条
第
一
号
に
該
当
す
る
申
出

次
に
掲
げ
る
事

一

規
則
第
十
条
第
一
号
に
該
当
す
る
申
出

次
に
掲
げ
る
事

項

項

イ

委
託
申
出
者
（
委
託
申
出
者
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は

イ

委
託
申
出
者
（
委
託
申
出
者
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は

、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
）
の
所
属
、
職
名
及
び
連
絡

、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
）
の
所
属
、
職
名
及
び
連
絡

先

先

ロ

代
理
人
に
よ
っ
て
申
出
を
す
る
と
き
は
、
当
該
代
理
人

ロ

代
理
人
に
よ
っ
て
申
出
を
す
る
と
き
は
、
当
該
代
理
人

の
所
属
、
職
名
及
び
連
絡
先

の
所
属
、
職
名
及
び
連
絡
先

ハ

統
計
の
作
成
等
の
処
理
内
容
に
係
る
仕
様

ハ

統
計
の
作
成
等
の
処
理
内
容
に
係
る
仕
様

（
削
る
）

ニ

統
計
成
果
物
の
直
接
の
利
用
目
的
が
学
術
研
究
目
的
で

あ
る
旨

ニ

研
究
の
名
称
、
意
義
、
内
容
及
び
実
施
期
間

ホ

学
術
研
究
の
名
称
、
必
要
性
、
内
容
及
び
実
施
期
間

ホ

研
究
の
成
果
又
は
統
計
成
果
物
及
び
こ
れ
を
用
い
て
行

ヘ

学
術
研
究
の
成
果
を
公
表
す
る
方
法

っ
た
研
究
の
成
果
を
得
る
ま
で
の
過
程
の
概
要
を
公
表
す

る
方
法
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ヘ

統
計
成
果
物
の
提
供
を
受
け
る
方
法
及
び
年
月
日

ト

統
計
成
果
物
の
提
供
を
受
け
る
方
法
及
び
年
月
日
並
び

に
当
該
年
月
日
を
希
望
す
る
理
由

ト

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
の

チ

イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
の

長
又
は
届
出
独
立
行
政
法
人
等
が
特
に
必
要
と
認
め
る
事

長
又
は
届
出
独
立
行
政
法
人
等
が
特
に
必
要
と
認
め
る
事

項

項

二

規
則
第
十
条
第
二
号
に
該
当
す
る
申
出

次
に
掲
げ
る
事

二

規
則
第
十
条
第
二
号
に
該
当
す
る
申
出

次
に
掲
げ
る
事

項

項

イ

前
号
イ
、
ロ
、
ハ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項

イ

前
号
イ
、
ロ
、
ハ
及
び
ト
に
掲
げ
る
事
項

ロ

統
計
成
果
物
の
直
接
の
利
用
目
的
が
高
等
教
育
目
的
で

ロ

統
計
成
果
物
の
直
接
の
利
用
目
的
が
高
等
教
育
目
的
で

あ
る
旨

あ
る
旨

ハ

統
計
成
果
物
を
利
用
す
る
学
校
及
び
学
部
学
科
の
名
称

ハ

統
計
成
果
物
を
利
用
す
る
学
校
及
び
学
部
学
科
の
名
称

並
び
に
授
業
科
目
の
名
称
、
目
的
、
内
容
及
び
実
施
期
間

並
び
に
授
業
科
目
の
名
称
、
目
的
、
内
容
及
び
実
施
期
間

並
び
に
統
計
成
果
物
を
授
業
科
目
で
利
用
す
る
必
要
性
及

並
び
に
統
計
成
果
物
を
授
業
科
目
で
利
用
す
る
必
要
性
及

び
方
法

び
方
法

ニ

授
業
科
目
の
実
施
結
果
を
公
表
す
る
方
法

ニ

授
業
科
目
の
実
施
結
果
を
公
表
す
る
方
法

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
の

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
の

長
又
は
届
出
独
立
行
政
法
人
等
が
特
に
必
要
と
認
め
る
事

長
又
は
届
出
独
立
行
政
法
人
等
が
特
に
必
要
と
認
め
る
事

項

項

（
提
供
依
頼
申
出
書
に
記
載
す
る
事
項
）

（
提
供
依
頼
申
出
書
に
記
載
す
る
事
項
）

第
三
条

規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
八
号
の
総
務
大
臣
が
告
示
で

第
三
条

規
則
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
一
条
第

定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
出
の
区
分
に
応
じ
、

一
項
第
七
号
の
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各

当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
申
出
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項

と
す
る
。

一

規
則
第
十
五
条
第
一
号
に
該
当
す
る
申
出

次
に
掲
げ
る

一

規
則
第
十
五
条
第
一
号
に
該
当
す
る
申
出

次
に
掲
げ
る

事
項

事
項

イ

提
供
依
頼
申
出
者
（
提
供
依
頼
申
出
者
が
法
人
等
で
あ

イ

提
供
依
頼
申
出
者
（
提
供
依
頼
申
出
者
が
法
人
等
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
）
の
所
属
、
職
名

る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
）
の
所
属
、
職
名

及
び
連
絡
先

及
び
連
絡
先

ロ

代
理
人
に
よ
っ
て
申
出
を
す
る
と
き
は
、
当
該
代
理
人

ロ

代
理
人
に
よ
っ
て
申
出
を
す
る
と
き
は
、
当
該
代
理
人
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の
所
属
、
職
名
及
び
連
絡
先

の
所
属
、
職
名
及
び
連
絡
先

ハ

提
供
を
受
け
る
匿
名
デ
ー
タ
の
フ
ァ
イ
ル
（
統
計
調
査

ハ

提
供
を
受
け
る
匿
名
デ
ー
タ
の
フ
ァ
イ
ル
（
統
計
調
査

の
期
日
又
は
期
間
及
び
調
査
票
情
報
の
種
類
を
勘
案
し
て

の
期
日
又
は
期
間
及
び
調
査
票
情
報
の
種
類
を
勘
案
し
て

行
政
機
関
の
長
又
は
届
出
独
立
行
政
法
人
等
に
よ
っ
て
ま

行
政
機
関
の
長
又
は
届
出
独
立
行
政
法
人
等
に
よ
っ
て
ま

と
め
ら
れ
た
匿
名
デ
ー
タ
の
集
合
物
）
の
数

と
め
ら
れ
た
匿
名
デ
ー
タ
の
集
合
物
）
の
数

ニ

匿
名
デ
ー
タ
の
直
接
の
利
用
目
的
が
学
術
研
究
目
的
で

ニ

匿
名
デ
ー
タ
の
直
接
の
利
用
目
的
が
学
術
研
究
目
的
で

あ
る
旨

あ
る
旨

ホ

学
術
研
究
の
名
称
、
必
要
性
、
内
容
及
び
実
施
期
間

ホ

学
術
研
究
の
名
称
、
必
要
性
、
内
容
及
び
実
施
期
間

ヘ

匿
名
デ
ー
タ
を
利
用
す
る
方
法
及
び
期
間
並
び
に
匿
名

ヘ

匿
名
デ
ー
タ
を
利
用
す
る
方
法
及
び
期
間
並
び
に
匿
名

デ
ー
タ
を
利
用
し
て
作
成
す
る
統
計
等
の
内
容

デ
ー
タ
を
利
用
し
て
作
成
す
る
統
計
等
の
内
容

ト

学
術
研
究
の
成
果
を
公
表
す
る
方
法

ト

学
術
研
究
の
成
果
を
公
表
す
る
方
法

チ

匿
名
デ
ー
タ
を
取
り
扱
う
者
の
全
員
の
氏
名
、
所
属
及

チ

匿
名
デ
ー
タ
を
取
り
扱
う
者
の
全
員
の
氏
名
、
所
属
及

び
職
名

び
職
名

リ

匿
名
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
る
方
法
及
び
年
月
日

リ

匿
名
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
る
方
法
及
び
年
月
日
並
び

に
当
該
年
月
日
を
希
望
す
る
理
由

ヌ

現
に
提
供
を
受
け
て
い
る
又
は
今
後
提
供
を
依
頼
す
る

ヌ

現
に
提
供
を
受
け
て
い
る
又
は
今
後
提
供
を
依
頼
す
る

予
定
の
あ
る
我
が
国
の
匿
名
デ
ー
タ
又
は
調
査
票
情
報
の

予
定
の
あ
る
我
が
国
の
匿
名
デ
ー
タ
又
は
調
査
票
情
報
の

名
称
、
年
次
そ
の
他
の
当
該
匿
名
デ
ー
タ
又
は
調
査
票
情

名
称
、
年
次
そ
の
他
の
当
該
匿
名
デ
ー
タ
又
は
調
査
票
情

報
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

報
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

ル

イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
の

ル

イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
の

長
又
は
届
出
独
立
行
政
法
人
等
が
特
に
必
要
と
認
め
る
事

長
又
は
届
出
独
立
行
政
法
人
等
が
特
に
必
要
と
認
め
る
事

項

項

二

規
則
第
十
五
条
第
二
号
に
該
当
す
る
申
出

次
に
掲
げ
る

二

規
則
第
十
五
条
第
二
号
に
該
当
す
る
申
出

次
に
掲
げ
る

事
項

事
項

イ

前
号
イ
、
ロ
、
ハ
、
ヘ
、
チ
、
リ
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
事

イ

前
号
イ
、
ロ
、
ハ
、
ヘ
、
チ
、
リ
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
事

項

項

ロ

匿
名
デ
ー
タ
の
直
接
の
利
用
目
的
が
高
等
教
育
目
的
で

ロ

匿
名
デ
ー
タ
の
直
接
の
利
用
目
的
が
高
等
教
育
目
的
で

あ
る
旨

あ
る
旨

ハ

匿
名
デ
ー
タ
を
利
用
す
る
学
校
及
び
学
部
学
科
の
名
称

ハ

匿
名
デ
ー
タ
を
利
用
す
る
学
校
及
び
学
部
学
科
の
名
称

並
び
に
授
業
科
目
の
名
称
、
目
的
及
び
内
容
並
び
に
匿
名

並
び
に
授
業
科
目
の
名
称
、
目
的
及
び
内
容
並
び
に
匿
名
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デ
ー
タ
を
授
業
科
目
で
利
用
す
る
必
要
性
及
び
期
間

デ
ー
タ
を
授
業
科
目
で
利
用
す
る
必
要
性
及
び
期
間

ニ

授
業
科
目
の
実
施
結
果
を
公
表
す
る
方
法

ニ

授
業
科
目
の
実
施
結
果
を
公
表
す
る
方
法

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
の

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
の

長
又
は
届
出
独
立
行
政
法
人
等
が
特
に
必
要
と
認
め
る
事

長
又
は
届
出
独
立
行
政
法
人
等
が
特
に
必
要
と
認
め
る
事

項

項

三

規
則
第
十
五
条
第
三
号
に
該
当
す
る
申
出

次
に
掲
げ
る

三

規
則
第
十
五
条
第
三
号
に
該
当
す
る
申
出

次
に
掲
げ
る

事
項

事
項

イ

第
一
号
イ
、
ロ
、
ハ
、
チ
、
リ
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
事
項

イ

第
一
号
イ
、
ロ
、
ハ
、
チ
、
リ
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
事
項

ロ

匿
名
デ
ー
タ
の
直
接
の
利
用
目
的
が
国
際
比
較
統
計
等

ロ

匿
名
デ
ー
タ
の
直
接
の
利
用
目
的
が
国
際
比
較
統
計
等

の
提
供
で
あ
る
旨
（
提
供
依
頼
申
出
者
が
我
が
国
が
加
盟

の
提
供
で
あ
る
旨
（
提
供
依
頼
申
出
者
が
我
が
国
が
加
盟

し
て
い
る
国
際
機
関
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

し
て
い
る
国
際
機
関
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

ハ

匿
名
デ
ー
タ
を
用
い
て
行
う
事
業
の
名
称
、
必
要
性
、

ハ

匿
名
デ
ー
タ
を
用
い
て
行
う
事
業
の
名
称
、
必
要
性
、

内
容
及
び
実
施
期
間

内
容
及
び
実
施
期
間

ニ

匿
名
デ
ー
タ
を
利
用
す
る
方
法
及
び
期
間

ニ

匿
名
デ
ー
タ
を
利
用
す
る
方
法
及
び
期
間

ホ

匿
名
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
作
成
す
る
統
計
等
の
内
容
（

ホ

匿
名
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
作
成
す
る
統
計
等
の
内
容
（

提
供
依
頼
申
出
者
が
我
が
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
機
関

提
供
依
頼
申
出
者
が
我
が
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
機
関

の
場
合
に
限
る
。
）

の
場
合
に
限
る
。
）

ヘ

国
際
比
較
の
結
果
又
は
国
際
比
較
統
計
等
の
提
供
の
状

ヘ

国
際
比
較
の
結
果
又
は
国
際
比
較
統
計
等
の
提
供
の
状

況
を
公
表
す
る
方
法

況
を
公
表
す
る
方
法

ト

外
国
政
府
等
か
ら
提
供
を
受
け
て
い
る
又
は
提
供
を
受

ト

外
国
政
府
等
か
ら
提
供
を
受
け
て
い
る
又
は
提
供
を
受

け
る
見
込
み
が
確
実
で
あ
る
調
査
票
情
報
（
こ
れ
に
類
す

け
る
見
込
み
が
確
実
で
あ
る
調
査
票
情
報
（
こ
れ
に
類
す

る
情
報
を
含
み
、
匿
名
デ
ー
タ
と
比
較
で
き
る
も
の
に
限

る
情
報
を
含
み
、
匿
名
デ
ー
タ
と
比
較
で
き
る
も
の
に
限

る
。
）
の
内
容
及
び
当
該
調
査
票
情
報
の
提
供
元
の
外
国

る
。
）
の
内
容
及
び
当
該
調
査
票
情
報
の
提
供
元
の
外
国

政
府
等
の
名
称

政
府
等
の
名
称

チ

公
的
機
関
又
は
外
国
政
府
等
か
ら
受
け
て
い
る
支
援
（

チ

公
的
機
関
又
は
外
国
政
府
等
か
ら
受
け
て
い
る
支
援
（

職
員
の
派
遣
、
資
金
の
提
供
、
建
物
そ
の
他
の
施
設
の
提

職
員
の
派
遣
、
資
金
の
提
供
、
建
物
そ
の
他
の
施
設
の
提

供
等
）
の
内
容
及
び
当
該
支
援
の
提
供
元
の
公
的
機
関
又

供
等
）
の
内
容
及
び
当
該
支
援
の
提
供
元
の
公
的
機
関
又

は
外
国
政
府
等
の
名
称

は
外
国
政
府
等
の
名
称

リ

イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
の

リ

イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
の

長
又
は
届
出
独
立
行
政
法
人
等
が
特
に
必
要
と
認
め
る
事

長
又
は
届
出
独
立
行
政
法
人
等
が
特
に
必
要
と
認
め
る
事
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項

項

（
統
計
の
作
成
等
に
係
る
依
頼
書
の
様
式
）

（
統
計
の
作
成
等
に
係
る
依
頼
書
の
様
式
）

第
四
条

規
則
第
十
二
条
第
二
項
の
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る

第
四
条

規
則
第
十
二
条
第
二
項
の
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る

依
頼
書
の
様
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
出
の
区
分
に
応
じ

依
頼
書
の
様
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
出
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
と
す
る
。

、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
と
す
る
。

一

第
二
条
第
一
号
の
申
出
様
式
第
一
号

一

第
二
条
第
一
号
の
申
出
様
式
第
一
号

二

第
二
条
第
二
号
の
申
出
様
式
第
二
号

二

第
二
条
第
二
号
の
申
出
様
式
第
二
号

（
匿
名
デ
ー
タ
の
提
供
に
係
る
依
頼
書
の
様
式
）

（
匿
名
デ
ー
タ
の
提
供
に
係
る
依
頼
書
の
様
式
）

第
五
条

規
則
第
十
七
条
第
二
項
の
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る

第
五
条

規
則
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
二
条
第

依
頼
書
の
様
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
出
の
区
分
に
応
じ

二
項
の
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
依
頼
書
の
様
式
は
、
次
の

、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
申
出
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様

式
と
す
る
。

一

第
三
条
第
一
号
の
申
出
様
式
第
三
号

一

第
三
条
第
一
号
の
申
出
様
式
第
三
号

二

第
三
条
第
二
号
の
申
出
様
式
第
四
号

二

第
三
条
第
二
号
の
申
出
様
式
第
四
号

三

第
三
条
第
三
号
の
申
出
様
式
第
五
号

三

第
三
条
第
三
号
の
申
出
様
式
第
五
号

（
利
用
実
績
報
告
書
の
様
式
）

（
利
用
実
績
報
告
書
の
様
式
）

第
六
条

規
則
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定

第
六
条

規
則
第
十
三
条
第
一
項
及
び
同
令
第
十
六
条
に
お
い
て

す
る
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
利
用
実
績
報
告
書
の
様
式
は

準
用
す
る
同
令
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
告

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
出
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

示
で
定
め
る
利
用
実
績
報
告
書
の
様
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

め
る
様
式
と
す
る
。

る
申
出
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
と
す
る
。

一

第
二
条
第
一
号
又
は
第
三
条
第
一
号
の
申
出
様
式
第
六
号

一

第
二
条
第
一
号
又
は
第
三
条
第
一
号
の
申
出
様
式
第
六
号

二

第
二
条
第
二
号
又
は
第
三
条
第
二
号
の
申
出
様
式
第
七
号

二

第
二
条
第
二
号
又
は
第
三
条
第
二
号
の
申
出
様
式
第
七
号

三

第
三
条
第
三
号
の
申
出
様
式
第
八
号

三

第
三
条
第
三
号
の
申
出
様
式
第
八
号
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別
記

様
式

第
一

号
別

記
様

式
第

一
号



7

別
記

様
式

第
三

号
別

記
様

式
第

三
号
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別
記

様
式

第
四

号
別

記
様

式
第

四
号



9

別
記

様
式

第
五

号
別

記
様

式
第

五
号



10

別
記

様
式

第
六

号
別

記
様

式
第

六
号




